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D-381 抗サイログロブリン抗体半定量又は抗サイログロブリン抗体（バセ

ドウ病等）の算定について 

 

《令和 7 年 3 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 次の傷病名に対する D014「3」抗サイログロブリン抗体半定量又は「10」 

抗サイログロブリン抗体の算定は、原則として認められる。 

 ⑴ バセドウ病（初診時又は診断時） 

 ⑵ 甲状腺機能亢進症（初診時又は診断時） 

 ⑶ 慢性甲状腺炎・橋本病（初診時又は診断時） 

 ⑷ 甲状腺機能低下症（初診時又は診断時） 

 ⑸ 無痛性甲状腺炎（初診時又は診断時） 

2 次の傷病名に対する D014「3」抗サイログロブリン抗体半定量又は「10」 

抗サイログロブリン抗体の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 甲状腺機能異常（経過観察時（定期チェック）） 

 ⑵ 亜急性甲状腺炎（経過観察時（定期チェック）） 

 ⑶ 急性化膿性甲状腺炎 

 

○ 取扱いの根拠 

 抗サイログロブリン抗体半定量及び抗サイログロブリン抗体（TgAb）

は、甲状腺濾胞細胞が産生するサイログロブリン（Tg）に対する自己抗体

である。これらの検査は、バセドウ病や橋本病（慢性甲状腺炎）などの自

己免疫性甲状腺疾患において、自己免疫異常の存在や程度を知る目的で実

施されることから、当該疾患の初診時又は診断時に必要と判断される。 

 一方、自己免疫異常が見られない甲状腺機能異常、急性化膿性甲状腺炎

においては臨床的有用性は低い。 

 以上のことから、1の傷病名に対する D014「3」抗サイログロブリン抗

体半定量又は D014「10」抗サイログロブリン抗体の算定は、原則として

認められ、2の傷病名では、原則として認められないと判断した。 

 


